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平成 18 年５月９日 

各      位 

会 社 名 テクマトリックス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 由 利  孝 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード３７６２）

問合せ先 企 画 部 長 高橋 正行 

電話 ０３－５７９２－８６０１

 
内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ 

 

当社は、平成18年５月９日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関しまして、

下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 

記 

1. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

① 「文書管理規則」に基づき、以下の文書（電磁的記録を含む）を関連資料とともに適切に保存及

び管理（廃棄を含む）を行い、必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直しを行う。 

・株主総会議事録 

・取締役会議事録 

・業務執行会議議事録 

・税務署その他官公庁、証券取引所に提出した書類の写し 

・その他文書管理規則に定める文書 

② 本年度中の ISO27001（ISMS）の認証取得を目指す。これにより上記文書を含めた情報資産の管理

において、国際基準に適合した管理手法を導入する。 

 

2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 「危機管理規程」に基づき、危機管理体制を構築し、損失の危険を含めた危機の未然防止に努め

るとともに、危機が発生・発見された場合には、対策本部を設置する等、被害回避及び被害拡大

防止に努めるものとする。 

② 本年度中の ISO27001（ISMS）の認証取得を目指す。これにより、主に情報セキュリティに起因す

る損失のリスクに対して、国際基準に適合した管理手法を導入する。 

③ 社長直属の部署である内部監査室により、各部署の日常的な業務執行状況の監査を実施し、損失

の危険に繋がりうるリスクの洗い出し・評価、リスクに対する対応状況を確認する。 
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3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 執行役員制度をとることにより取締役会をスリム化し、「取締役会規則」に則り、経営の意思決定

を迅速かつ効率的に行えるようにする。取締役会は毎月 1 回定例会議を行い、必要に応じて臨時

の会議を招集する。 

② 「業務執行会議規則」に則り、常勤取締役・常勤監査役・執行役員によって構成される業務執行

会議を設置し、業務執行に関する課題について協議するとともに、取締役会に付議すべき重要事

項を検討し、取締役会および代表取締役社長に答申する。業務執行会議は毎月 1 回定例会議を行

い、必要に応じて臨時の会議を招集する。 

 

4. 取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 「企業倫理ガイドライン」を定め、法令・定款・社内規程等への遵守につき、役員・従業員の行

動基準を明確にする。 

② 役員・従業員に対する教育・研修を定期的に行うことにより、上記ガイドラインの周知徹底をは

かるものとする。 

③ 内部監査室により、各部署の日常的な業務執行状況の監査を実施し、ガイドラインの遵守状況を

確認する。 

④ 従業員の経営への参画意識を高めるために、毎月 1 回社員全員参加の朝会を実施し、社長が経営

方針、事業の進捗状況等の説明を行い、全社レベルで意識の共有をはかる。 

 

5. 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社には、親会社並びに子会社はありません。 

 

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制 

監査役より補助人を置くことを求められた場合には、内部監査室の所属員に監査役の職務の補助を委

嘱するものとする。 

 

7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

上記の補助者の人事異動・懲戒処分には、監査役会の承認を得なければならないものとする。また人

事評価は、監査役の意見を聴取の上行うものとする。 

 

8. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

常勤監査役は、経営の意思決定や業務執行の状況を把握するため、取締役会、業務執行会議等の重要

な会議に出席する。取締役・執行役員は、取締役会、業務執行会議、あるいは必要に応じて会議を開

催して、監査役に対し必要な報告を行う。また、常勤監査役は、稟議書等の業務執行に関わる書類等

の閲覧を行い、必要に応じ役員・従業員に説明を求めるものとする。 
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9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役、内部監査室、監査法人による三様監査の連携強化を推進する。また、監査役は、代表取締役

社長、監査法人と、それぞれ定期的に意見交換を実施する。 

 

 

以 上 


